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問い合わせ　国際課（☎27－2731）

●あなたと市政をつなぐ情報紙●●あなたと市政をつなぐ情報紙● 2022年（令和4年） No.421
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 防災・防犯情報を配信中  いせさき情報メールに登録を！ 登録方法など詳しくは12ページへ
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DX デジタルで便利な暮らしに ･･････････････････････ P2
マスク着用の考え方 ･･････････････････････････････････ P4
子育て世帯生活支援特別給付金を支給します ･･････ P5
後期高齢者医療制度が変わります ･･･････････････････ P10

表紙写真：銘仙ファッションショー
５月21日、伊勢崎銘仙の魅力を発信する 

「T
ザ

he M
メ イ セ ン

eisen R
レ ボ リ ュ ー シ ョ ン

evolution」のメイン 
イベントとして、銘仙ファッションショ 
ーが行われました。今回で最後となるシ 
ョーでは、大勢のモデルにより斬新で多
彩な銘仙の着こなしが披露されました。

主な内容
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DX デジタルで便利な暮らしに デジタルで
便利な暮らしに

マイナンバーカードがあるともっと便利に！

身近なDXの例

３ページでマイナンバーカードやマイ
ナポイントについて紹介しています！

マイナンバーカードを作りましょう！ DX
ディーエッ

クス

マイナンバーカードで
もっと便利に！

　インターネットを利用したサービスやデジタル技術の活用による社会の変革が進んでいます。
市は、オンラインでの手続きなど、市民の皆さん一人一人の生活スタイルに合ったより良いサー
ビスを提供できるように、デジタルトランスフォーメーション（DX）に取り組んでいます。
　マイナンバーカードを利用するとオンラインで行える手続きなどがさらに増えます。現在、マ
イナポイント第２弾も受け付けています。この機会にマイナンバーカードを作りましょう。
問い合わせ　事務管理課（☎27−27０８）

　マイナンバーカードはスマホなどで簡単に申請できます。申請後は交付通知書が自宅に
届きます。交付通知書に記載されている指定の受け取り場所でマイナンバーカードを受け
取ってください。申請方法などの詳細は、市ホームページで確認できます。

　市役所、各支所にマイナポイントの支援窓口を開設しています。ぜひ利用してください。
時間　午前９時～午後５時
　※各支所は正午～午後１時は利用できません
用 意する物　マイナンバーカード、申し込む決済サービ�
スのIDとセキュリティコードが分かる物、預金通帳ま�
たはキャッシュカード
　※マイナンバーカードの暗証番号（４桁）が必要です

会場・開設日　
●市役所東館１階市民ホール＝平日
●赤堀支所＝火曜日�
●あずま支所＝水曜日
●境支所＝木曜日
　※祝日は除きます

●本人確認書類として利用
●健康保険証として利用
　※対応している医療機関などに限ります
●コンビニで住民票の写しなどを取得
　※窓口より１００円安く取得できます
●オンラインで確定申告
●�マイナポータルで自分の情報の確認や行
政手続きの検索

今年度中には…
オンラインで子育てや介護の手続きが可能
になります！

　マイナンバーカードを利用すると、オンラインで行える手続きなどがさらに増えます。
マイナンバーカードは次のようなさまざまな場面で使うことができます。

窓口で行っていた手続きが… いつでもどこでも可能に！

DXとは？
　DXは「デジタル トランスフォーメーショ
ン」の略です。「トランスフォーメーション」
には「変革」という意味があり、デジタル技術
などを活用して、今までのサービスなどを根
本的に見直し、新しいアイデアを取り入れる
ことで、人々の生活をより良いものへ変革す
るという考え方です。

オンラインでの手続きはいつでもどこでも！

マイナポイントの手続きを手伝います

　スマホやパソコンから次のような手続きができます。手続き以外にもさまざまなサービ
スがありますので、ぜひ利用してください。詳しくは市ホームページを確認してください。

納付・申請・申し込み その他のサービス

●�スマホアプリ（P
ペ イ

ayP
ペ イ

ay、L
ラ イ ン

INE�P
ペ イ

ay）による税金など
の納付

●新型コロナウイルスワクチンの接種券の申請
●�人間ドックの補助金や第３子以降給食費助成金の
申請

●講演会や講座などの申し込み　　　　　　　など

●�市立図書館の蔵書検索や貸
し出し予約

●�コミュニティバス「あおぞ
ら」の位置情報サービス

● 地図情報の公開サイト「い
せさきくわまっぷ」　�など

▲マイナポ
ータルはこ
ちら

◀
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ

は
こ
ち
ら

◀
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ

は
こ
ち
ら

　スマーク伊勢崎（西小保方町）にマイナンバーカード出張申
請窓口を開設します。申請の際には顔写真を無料で撮影しま
す。申請時に本人確認を行うとマイナンバーカードが自宅に
届くため、市役所に受け取りに行く必要はありません。買い
物のついでに申請してみませんか。
　※混雑状況により受付人数を制限する場合があります
期間　８月２日（火）から１１日（祝）まで
時間　午前１０時～午後６時
用意する物
●個人番号交付申請書
●個人番号通知カードまたは個人番号通知書
　※再発行はできません
●本人確認書類
　�※個人番号通知カードまたは個人番号通知書の有無により
異なります。詳しくは右表のとおりです

スマーク伊勢崎で手軽にマイナンバーカードが作れます！

　市内の企業や団体の事務所などに職員が出向き、マイナンバーカードの
交付申請の受け付けを行います。ぜひ利用してください。
問い合わせ　市民課（☎27−2727）

マイナンバーカードの申請をあなたの職場で！

マイナポイント第２弾受け付け中！
　最大２万円分のマイナポイントがもらえる、マイナポイント第２弾を受け付けています。９月末まで�
にマイナンバーカードを申請した人が対象です。手続きの詳細は、マイナンバー総合フリーダイヤル（☎�
０１2０−95−０１7８）に問い合わせるか、総務省のマイナポイント事業ホームページで確認できます。

２万円分のマ
イナポイント
がもらえる！

本人確認書類の種類
Ａ Ｂ Ｃ

●�運転免許証
●�障害者手帳
●�パスポート
●�在留カード

●�健康保険証
●��福祉医療費受
　給資格者証
●�介護保険証
●�年金手帳

●�学生証（顔写
真付き）

●�母子手帳

用意する本人確認書類
通知カード、通知書の有無 本人確認書類

あり
A１点
B２点
B１点とC１点

なし
A２点
A１点とBまたは
C１点

❶ マイナンバーカ
ードの申請

❷ 健康保険証とし
て利用登録
健 康 保 険
被保険者証

マイナンバー
カード

❸�公金受取口座の
登録

マイナンバー
カード

預金通帳

❹ 電子決済サービ
スの登録手

　
　
順

最大
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※
各
支
所
市
民

サ
ー
ビ
ス
課
で

も
受
け
付
け
ま

す※
申
請
書
は
子

育
て
支
援
課
・

各
支
所
市
民
サ

ー
ビ
ス
課
に
あ

り
ま
す
。
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
も
で
き
ま
す

※
必
要
書
類
や
支
給
要
件
の
詳
細

は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
す

る
か
子
育
て
支
援
課
に
問
い
合
わ

せ
て
く
だ
さ
い

宛
先
　
〒
３
７
２
ー
８
５
０
１　

（
住
所
不
要
）　
市
役
所
子
育
て
支

援
課

▲ひとり親世帯以
外の詳細はこちら

対
象
　
●
ひ
と
り
親
世
帯
＝
表
１
の
①
か

ら
③
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

●
ひ
と
り
親
世
帯
以
外
＝
表
２
の

④
か
ら
⑦
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
人

　
　
　
　
＊　
　
　
＊

い
ず
れ
も

支
給
額
　
子
ど
も
１
人
当
た
り
５

万
円

申
請
方
法
　

●
①
④
に
該
当
す
る
人（
公
務
員

を
除
く
）＝
申
請
は
不
要
で
す

※
児
童
手
当
な
ど
の
口
座
に
６
月

中
に
振
り
込
み
ま
し
た

●
⑤
に
該
当
す
る
人（
公
務
員
を

除
く
）＝
申
請
は
不
要
で
す

※
児
童
手
当
な
ど
の
口
座
に
順
次

振
り
込
む
予
定
で
す

●
②
③
に
該
当
す
る
人
は
令
和
５

年
２
月
28
日（
火
）ま
で
、
⑥
⑦
に

該
当
す
る
人
は
令
和
５
年
３
月
15

日（
水
）ま
で
に
、
申
請
書
に
必
要

事
項
を
記
入
の
上
、
必
要
書
類
を

添
え
て
直
接
ま
た
は
郵
送
で
子
育

て
支
援
課
へ

納
付
の
方
法
・
納
期

　
保
険
税（
料
）の
納
付
方
法
に
は
、

口
座
振
替
や
納
付
書
で
納
付
す
る

普
通
徴
収
と
、
年
金
か
ら
あ
ら
か

じ
め
差
し
引
い
て
納
付
す
る
特
別

徴
収
が
あ
り
ま
す
。
普
通
徴
収
の

納
期
は
下
表
の
と
お
り
で
す
。
特 

別
徴
収
の
場
合
は
、
年
金
支
給
月

（
年
６
回
）の
年
金
か
ら
差
し
引
き

ま
す
。

保
険
税（
料
）な
ど
の
相
談
を 

 

電
話
で
受
け
付
け
ま
す

　
保
険
税（
料
）の
内
容
や
制
度
に

関
す
る
質
問
や
相
談
は
、
電
話
で

受
け
付
け
ま
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大
防
止
の
た

め
、
市
役
所
の
窓
口
で
の
相
談
は

避
け
、
で
き
る
だ
け
電
話
で
の
問

い
合
わ
せ
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
災
害
な
ど
特
別
な
事
情
で
一
時

的
に
保
険
税（
料
）が
支
払
え
な
く

な
っ
た
と
き
は
、
分
割
納
付
や
一

定
期
間
の
納
付
猶
予
、
減
免
な
ど

を
受
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

早
め
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
に
よ
る
保
険
税（
料
）の
減

免
は
、
６
ペ
ー
ジ
を
確
認
し
て
く

だ
さ
い

子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金
を
支
給
し
ま
す

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
が
長
期
化
す
る
中
で
、
低
所
得

の
子
育
て
世
帯
に
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。

※
原
則
、
本
給
付
金
の
ひ
と
り
親
世
帯
分
と
ひ
と
り
親
世
帯
以
外
分
を
重

複
し
て
受
給
で
き
ま
せ
ん問

い
合
わ
せ
　
子
育
て
支
援
課（
☎
（27）
２
７
５
０
）

表１　ひとり親世帯分の支給対象

表２　ひとり親世帯以外分の支給対象

保険税（料）普通徴収の納期

① 本年４月分の児童扶養手当を受給し
た人

②

公的年金を受給していて、本年４月
分の児童扶養手当の支給を受けてい
ない人
　�※児童扶養手当の申請をしていれ
ば全額または一部停止になったと
推測される人を含みます

③
新型コロナウイルス感染症の影響を
受けて家計が急変し、収入が児童扶
養手当を受給している人と同じ水準
になっている人

④
令和４年度の住民税均等割が非課税
で、本年４月分の児童手当または特
別児童扶養手当を受給している人

⑤

令和４年度の住民税均等割が非課税
で、本年４月以降に生まれた児童の
児童手当を受給している人または本
年５月以降新たに特別児童扶養手当
の認定を受けた人

⑥

令和４年度の住民税均等割が非課税
で、平成１6年４月２日から平成１9年
４月１日までに生まれた児童を養育
している父または母のうち、収入の
多い方の人

⑦

年齢が令和４年３月3１日時点で１８歳
未満の子ども（障害がある人は2０歳
未満）を養育している人で、新型コ
ロナウイルス感染症の影響を受けて
家計が急変し、収入が令和４年度の
住民税均等割が非課税である人と同
じ水準になっている人

納期 納期限（口座振替日）
１期 ８月１日（月）
２期 ８月3１日（水）
３期 ９月3０日（金）
４期 １０月3１日（月）
５期 １１月3０日（水）
６期 １2月26日（月）
７期 令和５年１月3１日（火）
８期 令和５年２月2８日（火）

▲ひとり親世帯
の詳細はこちら

国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
・
介
護
保
険

保
険
税（
料
）の
通
知
書
を
郵
送
し
ま
す

　
国
民
健
康
保
険
税（
国
保
税
）の
納
税
通
知
書
と
、
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
・
介
護
保
険
の
保
険
料
額
決
定
通
知
書
を
７
月
中
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

保
険
税（
料
）は
、
定
め
ら
れ
た
納
期
限
ま
で
に
納
め
ま
し
ょ
う
。　
　

問
い
合
わ
せ
　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

●
国
保
税
＝
国
民
健
康
保
険
課（
☎
（27）
２
７
３
６
）　　
　
　
　
　

●
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
＝
年
金
医
療
課（
☎
（27）
２
７
３
９
）　

●
介
護
保
険
料
＝
介
護
保
険
課（
☎
（27）
２
７
４
２
）　　
　
　
　
　

マスク着用の考え方マスク着用の考え方
　マスクの着用は、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策として重要です。その一
方で、マスクをどのような場面で外してよいのかという声や、子どもへの影響や熱中症
を心配する声などがあることから、国が人との距離や会話の有無に応じたマスク着用の
考え方を示したので、次のとおりお知らせします。
　触覚などの感覚過敏や呼吸機能の障害などでマスクの着用が困難な人がいます。この
ようなやむを得ない理由で、マスクを着けられない人への理解をお願いします。
問い合わせ　健康づくり課（☎27−6275）

２歳未満の子ども

保育所などでの子どものマスク着用の考え方

　保育所などでは、発達状況や体調などを考慮する必要があることか
ら、人との距離にかかわらず、マスクの着用を一律には求めません。

　マスクの着用は推奨しません。

●�人との距離（２メ
ートル以上）を確
保できる

●�人との距離（２メ
ートル以上）を確
保できないが、ほ
とんど会話しない

【例】人とすれ違う場
面

●�人との距離（２メ
ートル以上）を確
保できるが会話す
る

【例】図書館での読書や美術館などでの芸術鑑賞など

【例】バーベキューなどの人と集まっての飲食など

熱中症予防のため、屋外でマスク
が不要な場面では外しましょう

高齢者と会うときや病院へ行くと
きはマスクを着用しましょう

マスクが不要な場面 マスクが必要な場面

２メートル以上

●�人との距離（２メ
ートル以上）を確
保できない

【例】通勤や通学時の
電車内など

２メートル以上

２メートル以上

屋外

●�人との距離（２メ
ートル以上）を確
保できずに会話す
る

屋外

●�人との距離（２メ
ートル以上）を確
保できていて、ほ
とんど会話しない

屋内

屋内

２歳以上の就学前の子ども
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【
保
険
証
が
届
い
た
ら
必
ず
確
認
】

　
保
険
証
が
届
い
た
ら
、
国
保
に

加
入
し
て
い
る
家
族
全
員
分
の
保

険
証
が
届
い
て
い
る
か
、
社
会
保

険
な
ど
に
加
入
し
て
い
る
人
の
保

険
証
が
届
い
て
い
な
い
か
、
氏
名

や
住
所
に
誤
り
が
な
い
か
を
必
ず

確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

【
70
歳
以
上
の
人
の
保
険
証
と
高

齢
受
給
者
証
が
１
枚
に
】

　
70
歳
以
上
の
国
保
加
入
者
に
は
、

保
険
証
と
は
別
に
高
齢
受
給
者
証

（
有
効
期
限
は
７
月
31
日（
日
）ま

た
は
75
歳
の
誕
生
日
の
前
日
）を

交
付
し
て
い
ま
し
た
が
、
８
月
１

日（
月
）か
ら
、
保
険
証
と
高
齢
受

給
者
証
を
合
わ
せ
て
１
枚
の
保
険

証
と
し
て
交
付
し
ま
す
。
新
し
い

保
険
証
の
有
効
期
限
は
、
令
和
５

年
７
月
31
日（
月
）で
す
。

　
75
歳
に
な
り
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
の
被
保
険
者
と
な
る
人
の
保

険
証
の
有
効
期
限
は
、
誕
生
日
の

前
日
で
す
。
該
当
者
に
は
有
効
期

限
が
切
れ
る
前
に
年
金
医
療
課
か

ら
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

を
郵
送
し
ま
す
。

【
国
民
健
康
保
険
税（
国
保
税
）に

滞
納
が
あ
る
場
合
】

　
災
害
な
ど
特
別
の
事
情
も
な
く

国
保
税
の
滞
納
を
続
け
た
場
合
、

資
格
証
明
書
を
交
付
し
ま
す
。
資

格
証
明
書
の
場
合
、
医
療
機
関
で

い
っ
た
ん
医
療
費
を
全
額
支
払
う

必
要
が
あ
り
ま
す
。

【
有
効
期
限
が
過
ぎ
た
ら
返
却
を
】

　
有
効
期
限
の
過
ぎ
た
保
険
証
は
、

国
民
健
康
保
険
課
ま
た
は
各
支
所

市
民
サ
ー
ビ
ス
課
に
返
却
す
る
か
、

各
自
で
処
分
し
て
く
だ
さ
い
。

　
同
じ
医
療
機
関
で
の
１
カ
月
の

医
療
費
が
高
額
に
な
る
場
合
、「
限

度
額
適
用
認
定
証
」を
事
前
に
提

示
す
れ
ば
、
保
険
診
療
分
の
支
払

い
が
自
己
負
担
限
度
額
ま
で
に
な

り
ま
す
。
次
の
い
ず
れ
か
を
満
た

す
人
は
、
限
度
額
適
用
認
定
証
の

交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
国
民
健
康
保
険
税
の
滞
納
が
な

い
世
帯
で
、
国
民
健
康
保
険
に
加

入
し
て
い
る
70
歳
未
満
の
人

●
住
民
税
非
課
税
世
帯
ま
た
は
世

帯
の
課
税
所
得
が
１
４
５
万
円
以

上
６
９
０
万
円
未
満
で
、
国
民
健

康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
70
歳
以

上
の
人
ま
た
は
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
に
加
入
し
て
い
る
人

　
　
　
　
＊　
　
　
＊

　
現
在
交
付
さ
れ
て
い
る
限
度
額

適
用
認
定
証
の
有
効
期
限
は
７
月

31
日（
日
）で
す
。
国
民
健
康
保
険

に
加
入
し
て
い
て
、
過
去
半
年
間

に
限
度
額
適
用
認
定
証
を
使
用
し

て
い
る
人
に
は
、
７
月
中
旬
に
更

新
の
案
内
を
郵
送
し
ま
す
。
更
新

が
必
要
な
人
は
案
内
を
確
認
の
上
、

国
民
健
康
保
険
課
・
各
支
所
市
民

サ
ー
ビ
ス
課
に
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入

し
て
い
て
、
限
度
額
適
用
認
定
証

を
既
に
持
っ
て
い
る
人
で
、
８
月

以
降
も
該
当
に
な
る
人
に
は
、
７

月
中
旬
に
新
し
い
限
度
額
適
用
認

定
証
を
被
保
険
者
証
と
一
緒
に
郵

送
し
ま
す
。
申
請
な
ど
は
必
要
あ

り
ま
せ
ん
。

問
い
合
わ
せ
　

●
国
民
健
康
保
険
加
入
者
＝
国
民

健
康
保
険
課（
☎

（27）
２
７
３
５
）

●
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
者

＝
年
金
医
療
課（
☎

（27）
２
７
３
９
）

　新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少な
どの理由で保険税（料）の減免を受けられる場合があり
ます。令和３年度分および令和４年度分の国民健康保
険税（国保税）・後期高齢者医療保険料・介護保険料で、
納期限が令和４年４月１日（金）から令和５年３月3１日
（金）までのものは減免申請ができます。減免の条件な
どの詳細は、国保税・介護保険料は市ホームページで
確認するか、各担当課に問い合わせてください。後期
高齢者医療保険料は群馬県後期高齢者医療広域連合ホ
ームページ（ https://www.gunma-kouiki.jp/）で確
認するか、年金医療課に問い合わせてください。
対象・減免する額　
●�新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生
計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯（人）
＝全額減免

●�新型コロナウイルス感染症の影響により、令和４年
中の世帯の主たる生計維持者の事業収入、給与収入、

　�不動産収入、山林収入のいずれかが、令和３年中の�
同じ種類の収入と比べて3０パーセント以上減少する�
見込みの世帯（人）＝一部減免

　�※令和３年度分の保険税（料）の減免は、令和３年中
と令和２年中の収入を比較して判定します

　市税などを滞納している人から差し押さえた財産を
「KSI官公庁オークション」で公売します。参加申し込
みや入札は「KSI官公庁オークション」のホームページ
（ https://kankocho.jp/）から受け付けます。公売は
中止する場合があります。事前に市ホームページを確
認してください。
参 加申込期間　７月22日（金）午後１時から８月２日（火）
午後１１時まで

入 札期間　８月９日（火）午後１時から１6日（火）午後１
時まで

　※動産は８月１１日（祝）午後１１時ま
　で
対象物件　右表のとおり
　※動産は市ホームページで確認し
　てください
問い合わせ　収納課（☎27−８８０４）

申 請方法　減免申請書・収入状況等申告書（後期高齢
者医療保険料は収入申立書）に必要事項を記入の上、�
医師の診断書や令和４年中の収入が分かる帳簿・給
与明細の写しなどの必要書類を添えて、直接または
郵送で各担当課へ

　�※感染拡大を防止するため、申請はできるだけ郵送
で行ってください

　�※国保税および介護保険料の減免申請書・収入状況
等申告書は市ホームページからダウンロードできま
す。後期高齢者医療保険料の減免申請書・収入申立
書は群馬県後期高齢者医療広域連合ホームページか
らダウンロードできます

申請期限　令和５年３月3１日（金）（消印有効）
　�※後期高齢者医療保険料は令和５年５月3１日（水）（必�
着）

宛先・問い合わせ
●�国保税＝〒372−８5０１　（住所不要）　市役所国民健�
康保険課、☎27−2736

● 後期高齢者医療保険料＝〒372−８5０１　（住所不要）�
市役所年金医療課、☎27−2739

● 介護保険料＝〒372−８5０１　（住所不要）　市役所介
護保険課、☎27−27４2

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の
新型コロナウイルス感染症の影響による減免

インターネット公売を実施します

◀国民健康保
険税はこちら

◀後期高齢者
医療保険料は
こちら

◀介護保険料
はこちら

▲市ホーム
ページ

対象物件

こんなときは国民健康保険の届け出をしましょう
※手続きは１４日以内に済ませてください

所在地 地目・種類 登記上の面積

東小保方町
宅地 １４４.４9㎡
居宅 ４9.69㎡

韮塚町
宅地 １6４.８3㎡

居宅
１階　��59.62㎡
２階　��４４.3０㎡

山王町

宅地 ４８7.００㎡
雑種地 62㎡

居宅
１階　��59.6０㎡
２階　��23.１８㎡

日乃出町

宅地 ４８5.００㎡

居宅
１階　１１3.63㎡
２階　��37.26㎡

作業所 ４４.7１㎡

新
し
い
保
険
証
を
郵
送
し
ま
す

限
度
額
適
用
認
定
証
の
申
請

　
８
月
１
日（
月
）か
ら
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証（
保
険
証
）が
新
し

く
な
り
ま
す
。
加
入
者
１
人
に
１
枚
の
カ
ー
ド
様
式
で
、�

国
民
健
康
保
険

（
国
保
）に
加
入
し
て
い
る
全
世
帯
に
７
月
中
旬
以
降
に
郵
送
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
　
国
民
健
康
保
険
課（
☎
（27）
２
７
３
５
）

こんなとき 手続きに必要な物

国
保
に
加
入
す
る

他の市区町村から転入 転出証明書
職場の健康保険をやめ
た・家族などの扶養か
ら外れた

社会保険離脱証明書

子どもが生まれた 母子健康手帳
生活保護を受けなくな
った 保護廃止決定通知書

外国人で住民票が作成
された（在留期間が３
カ月を超えるなど）

在留カードまたは特別
永住者証明書・パスポ
ート

国
保
を
や
め
る

他の市区町村に転出 世帯全員の保険証

職場の健康保険に加入
した・家族などの扶養
になった

国保の保険証・加入し
た職場の保険証（扶養
家族になったときは加
入年月日が分かる物）

死亡した� 保険証
生活保護を受けるよう
になった

保険証・保護開始決定
通知書

外国人の加入資格がな
くなった

保険証・在留カードま
たは特別永住者証明書・
パスポート

上
記
の
届
け
出
以
外

市内で住所が変わった

保険証
世帯主や氏名が変わっ
た
世帯が分かれた・一緒
になった
修学のため他の市区町
村に住むことになった 保険証・在学証明書

保険証を紛失・破損 破損した保険証
※届け出には本人確認ができる物（運転免許証など）が必要
です。マイナンバーカードを持っている人は併せて持って
きてください

限度額適用認定証の
交付申請に必要な物

国民健康保険に加入している人
窓口に来た人の顔写真付きの本
人確認ができる物、限度額適用
認定証が必要な人の国民健康保
険証の原本、世帯主・限度額適
用認定証が必要な人のマイナン
バーが分かる物

後期高齢者医療制度に加入して
いる人
窓口に来た人の顔写真付きの本
人確認ができる物、限度額適用
認定証が必要な人の後期高齢者
医療被保険者証の原本、限度額
適用認定証が必要な人のマイナ
ンバーが分かる物
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福
祉
医
療
制
度
の
認
定
に
は 

 

申
請
が
必
要
で
す

　
福
祉
医
療
制
度
の
対
象
は
、
下

表
の
資
格
要
件
を
満
た
す
人
で
す
。 

認
定
を
ま
だ
受
け
て
い
な
い
人
は

申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
は

年
金
医
療
課
・
各
支
所
市
民
サ
ー

ビ
ス
課
で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。 

受
給
資
格
者
に
は「
福
祉
医
療
費

受
給
資
格
者
証
」ま
た
は「
福
祉
医

療
費
受
給
資
格
者
承
認
通
知
書
」

が
交
付
さ
れ
、
医
療
機
関
で
保
険

証
と
一
緒
に
提
示
す
る
こ
と
で
、

医
療
費
の
自
己
負
担
額
が
助
成
さ

れ
ま
す
。

受
給
資
格
の
認
定
日

●
出
生
の
場
合
＝
出
生
し
た
日

●
県
内
の
市
町
村
か
ら
転
入
の
場

合
＝
転
入
し
た
日

※
転
入
日
か
ら
14
日
以
内
に
交
付

状
況
証
明
書
を
持
っ
て
申
請
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す

●
精
神
疾
患
で
受
診（
通
院
）し
て

い
る
場
合
＝
自
立
支
援
医
療
の
認

対
象
　
市
内
に
在
住
ま
た
は
在
勤・

在
学
の
18
歳
以
上
の
人
で
、
市
や

各
種
団
体
が
行
う
行
事
に
必
ず
協

力
で
き
る
人

※
性
別
、
婚
姻
の
有
無
、
国
籍
は

問
い
ま
せ
ん

※
高
校
生
は
除
き
ま
す

選
考
方
法
　
８
月
中
旬
に
１
次
審

査
を
行
い
ま
す
。
そ
の
後
、
動
画

配
信
形
式
の
一
般
審
査
を
行
い
、

９
月
３
日（
土
）の
コ
ン
テ
ス
ト
で

ひ
ま
わ
り
３
人
を
決
定
し
ま
す

※
１
次
審
査
で
は
本
人
確
認
と
コ

ン
テ
ス
ト
の
説
明
、
写
真
、
動
画

撮
影
な
ど
を
行
い
ま
す

申
し
込
み
　
７
月
31
日（
日
）ま
で 

に
コ
ン
テ
ス
ト
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

（

https://w
w

w
.isesaki-ye 

g.jp/him
aw

ari/

）か
ら
応
募
し

て
く
だ
さ
い

定
を
確
認
し
た
日

●
前
記
以
外
の
場
合
＝
申
請
日

福
祉
医
療
制
度
の
利
用
方
法

【
県
内
で
受
診
す
る
場
合
】

　
福
祉
医
療
費
受
給
資
格
者
証
な

ど
を
、
保
険
証
と
一
緒
に
医
療
機

関
の
窓
口
で
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

自
己
負
担
額
が
無
料
に
な
り
ま
す
。

※
医
療
費
が
高
額
に
な
っ
た
な
ど

の
場
合
は
、
一
部
窓
口
で
の
支
払

い
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

※
高
額
な
医
療
費
に
な
る
治
療
を

受
け
る
場
合
は
、
健
康
保
険
の
保 

険
者
が
発
行
す
る「
限
度
額
適
用

認
定
証
」を
医
療
機
関
に
提
示
す

る
こ
と
で
、
一
時
的
に
支
払
う
必

要
が
な
く
な
り
ま
す

【
県
外
で
受
診
す
る
場
合
】

　
医
療
費
の
自
己
負
担
分
を
医
療

機
関
の
窓
口
で
支
払
っ
て
く
だ
さ

い
。
後
日
、
年
金
医
療
課
ま
た
は

各
支
所
市
民
サ
ー
ビ
ス
課
で
申
請

す
る
と
、
窓
口
で
支
払
っ
た
自
己

負
担
分
が
支
給（
払
い
戻
し
）さ
れ

ま
す
。

【
コ
ン
テ
ス
ト
の
様
子
を
ラ
イ
ブ

配
信
し
ま
す
】

　
観
光
特
使
ひ
ま
わ
り
コ
ン
テ
ス

ト
の
様
子
を
ラ
イ
ブ
配
信
し
ま
す
。

詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
る
か
、
コ

ン
テ
ス
ト
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
　
伊
勢
崎
商
工
会
議

所
青
年
部（
☎

（24）
２
２
１
１
）ま
た

は
市
観
光
物
産
協
会（
文
化
観
光

課
内
、
☎

（27）
２
７
５
９
）

ひ
と
り
親
・
重
度
心
身
障
害
者
の

受
給
資
格
者
証
を
更
新
し
ま
す

　
新
し
い
受
給
資
格
者
証
を
７
月

下
旬
に
郵
送
し
ま
す
。
８
月
１
日

（
月
）か
ら
は
新
し
い
受
給
資
格
者

証
を
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。
前
年

の
所
得
状
況
が
分
か
ら
ず
更
新
が

で
き
な
い
場
合
は
、
通
知
書
を
発

送
し
ま
す
の
で
、
所
定
の
手
続
き

を
済
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。

重
度
心
身
障
害
者
の
受
給
資
格
者

証
を
持
っ
て
い
る
皆
さ
ん
へ

　
こ
れ
ま
で
は
所
得
に
か
か
わ
ら

ず
全
員
を
助
成
対
象
と
し
て
い
ま

し
た
が
、
令
和
５
年
８
月
か
ら
、

公
平
性
の
確
保
や
制
度
を
安
定
的

に
運
営
し
て
い
く
た
め
、
一
定
の

所
得
が
あ
る
人
は
福
祉
医
療
制
度

の
助
成
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

　
伊
勢
崎
駅
南
口
駅
前
周
辺
広
場

な
ど
で
、
い
せ
さ
き
七
夕
イ
ベ
ン

ト「
い
せ
さ
き
ス
タ
ー
ナ
イ
ト
」を

開
催
し
ま
す
。
七
夕
に
ち
な
ん
だ

装
飾
や
イ
ベ
ン
ト
を
行
い
ま
す
。

詳
し
く
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。

期
間
　
７
月
16
日（
土
）か
ら
24
日

（
日
）ま
で

時
間
　
午
後
３
時
～
９
時

会
場
・
内
容
　

●
伊
勢
崎
駅
南
口
駅
前
周
辺
広
場

＝
マ
ス
の
つ
か
み
取
り
な
ど

●
大
手
町
パ
テ
ィ
オ
＝
野
外
シ
ネ

マ※
日
程
に
よ
っ
て
内
容
が
異
な
り

ま
す

問
い
合
わ
せ
　
文
化
観
光
課（
☎

（27）
２
７
５
９
）ま
た
は
伊
勢
崎
商

工
会
議
所（
☎

（24）
２
２
１
１
）

　
市
内
の
国
指
定
史
跡
で
あ
る
上こ

う

野ず
け
の

国く
に

佐さ

位い

郡ぐ
ん

正し
ょ
う

倉そ
う

跡あ
と

、
女お

ん
な

堀ぼ
り

、
十じ

ゅ
う

三さ
ん

宝ぽ
う

塚づ
か

遺い

跡せ
き

、
田
島
弥
平
旧
宅
を

巡
っ
た
人
に
史
跡
カ
ー
ド
を
配
布

し
ま
す
。
史
跡
カ
ー
ド
は
、
史
跡

と
一
緒
に
写
っ
た
写
真
を
、
文
化

財
保
護
課
、
赤
堀
歴
史
民
俗
資
料

館
、
田
島
弥
平
旧
宅
案
内
所
、
殖

蓮
公
民
館
で
提
示
す
る
と
も
ら
え

ま
す
。
４
種
類
全
て
を
集
め
た
人

に
は
記
念
品
を
差
し
上
げ
ま
す
。

※
各
施
設
の
休
館
日
な
ど
が
異
な

　
あ
か
ぼ
り
蓮
園
で
は
、
７
月
中

旬
に
白
や
ピ
ン
ク
の
色
鮮
や
か
な

ハ
ス
の
花
を
楽
し
め
ま
す
。
ハ
ス

の
花
は
、
早
朝
か
ら
咲
き
始
め
、

午
前
中
が
見
頃
で
す
。
ぜ
ひ
、
お

越
し
く
だ
さ
い
。

※
開
花
状
況
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
確
認
し
て
く
だ
さ
い

り
ま
す
。
受
け
取
り
の
際
は
、
事

前
に
確
認
し
て
く
だ
さ
い

※
十
三
宝
塚
遺
跡
と
の
写
真
は
不

要
で
す
。
十
三
宝
塚
遺
跡
の
史
跡

カ
ー
ド
は
田
島
弥
平
旧
宅
の
写
真

を
提
示
し
た
人
に
配
布
し
ま
す

期
間
　
７
月
16
日（
土
）か
ら
令
和

５
年
３
月
31
日（
金
）ま
で

※
史
跡
カ
ー
ド
が
無
く
な
り
次
第

終
了
で
す

問
い
合
わ
せ
　
文
化
財
保
護
課（☎ 

（75）
６
６
７
２
）

問
い
合
わ
せ
　
赤
堀
支
所
庶
務
課

（
☎

（62）
９
７
９
０
）、
文
化
観
光
課

（
☎

（27）
２
７
５
９
）

観
光
特
使
ひ
ま
わ
り
を
募
集
し
ま
す

伊
勢
崎
に
は
国
指
定
史
跡
が
４
つ
あ
る
よ

史
跡
カ
ー
ド
を
集
め
て
伊
勢
崎
の
昔
を
学
ぼ
う

天て
ん

幕ば
く

城じ
ょ
う

趾し

あ
か
ぼ
り
蓮は

す

園
の
ハ
ス
は

７
月
中
旬
が
見
頃
で
す

　
季
節
の
イ
ベ
ン
ト
や
祭
り
へ
の
参
加
な
ど
、
市
の
観
光
特
使
と
し
て
活

躍
す
る「
第
36
代
ひ
ま
わ
り
」を
募
集
し
ま
す
。
選
考
に
伴
い
、
審
査
を
行

っ
た
後
、
９
月
３
日（
土
）の
コ
ン
テ
ス
ト
で
ひ
ま
わ
り
３
人
を
決
定
し
ま

す
。
市
の
観
光
PR
の
主
役
と
し
て
活
躍
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

問
い
合
わ
せ
　
文
化
観
光
課（
☎
（27）
２
７
５
９
）

▲コンテストのホ
ームページはこち
ら

▲市ホーム
ページはこ
ちら

▲市ホーム
ページはこ
ちら

▶
第
35
代
ミ
ス
ひ
ま
わ
り
の
３
人

い
せ
さ
き
七
夕
イ
ベ
ン
ト

い
せ
さ
き
ス
タ
ー
ナ

イ
ト
を
開
催
し
ま
す

皆さんぜひ応募してください！

福
祉
医
療
制
度
を
知
っ
て
い
ま
す
か

　
福
祉
医
療
制
度
は
、
加
入
す
る
健
康
保
険
で
医
療
機
関
を
受
診
し
た
と

き
に
、
医
療
費
の
自
己
負
担
分
を
市
が
助
成
す
る
制
度
で
す
。

問
い
合
わ
せ
　
年
金
医
療
課（
☎
（27）
２
７
４
０
）　　
　
　
　
　
　

※
各
支
所
市
民
サ
ー
ビ
ス
課
で
も
問
い
合
わ
せ
を
受
け
付
け
ま
す

医療費の抑制にご協力を
　福祉医療制度でかかる医療費は、
皆さんの税金で支払われます。「早
期の受診・治療、薬剤の適正な服
用」、「重複・頻回受診を
避ける」、「ジェネリック
医薬品を希望する」など、
ご協力をお願いします。

対象 資格要件 申請に必要な物

子ども １5歳の誕生日以後の最初の３月3１日まで
　※４月１日生まれは１5歳の誕生日の前日まで 保険証

ひとり親
①１８歳未満の子どもを扶養している母子・父子家庭
②１８歳未満の父母のいない子ども
　�※①②は１８歳の誕生日以後の最初の３月3１日まで。４
月１日生まれは１８歳の誕生日の前日まで

保険証・親の戸籍謄本・所得税の課税状況が
確認できる物（課税年度の１月１日に本市に
住所がない人）・結婚していない証明とその
日本語訳（外国籍の人）

重度の障害者

身体障害者手帳１級または２級の人 保険証・身体障害者手帳
障害年金１級の人 保険証・年金証書

特別児童扶養手当１級または２級の人 保険証・特別児童扶養手当証書・認定通知書
または有期認定通知書

療育手帳A判定の人、B１判定の人、B２判定で１８歳未満�
の子ども
　※B２判定は１８歳の誕生日以後の最初の３月3１日まで。
　４月１日生まれは１８歳の誕生日の前日まで

保険証・療育手帳

障害年金１級程度の障害で障害年金を受給できない人 保険証・所定の診断書

精神疾患での
受診者

通院 自立支援医療費の受給者 保険証・自立支援医療受給者証

入院
精神保健指定医により入院加療の必要があると診断
され、本人、配偶者および世帯主の市民税の合計額
が23万5,０００円未満の世帯に属する人

保険証・本人、配偶者、世帯主および被保険�
者の市町村民税の課税状況が確認できる物（課�
税年度の１月１日に本市に住所がない人）

※課税年度の１月１日に本市に住所がない人は市町村民税の課税状況が確認できる物が必要です

福祉医療制度一覧表

ジェネリック医薬品

ジェネリック医薬品

▲美しく咲くハスの花を見てみ
ませんか
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後期高齢者医療制度が変わります

　
令
和
４
年
度
か
ら
、
団
塊
の
世
代
が
75
歳
と
な
り
始
め
、
医
療
費
の
増

大
が
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
現
役
世
代
の
負
担
を
抑
え
て
国
民
皆
保
険
制 

度
を
未
来
に
つ
な
い
で
い
く
た
め
、
制
度
の
見
直
し
が
行
わ
れ
ま
す
。

問
い
合
わ
せ　
年
金
医
療
課（
☎

（27）
２
７
３
９
）ま
た
は
群
馬
県
後
期
高
齢 

者
医
療
広
域
連
合（
☎
０
２
７
ー
２
５
６
ー
７
１
７
１
）

　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
率
は
、

２
年
ご
と
に
見
直
し
が
行
わ
れ
て

い
ま
す
。
令
和
４
・
５
年
度
の
保

険
料
率
は
下
記
の
と
お
り
変
更
に

な
り
ま
す
。

　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
率
は
、

被
保
険
者
が
等
し
く
負
担
す
る
均

等
割
額
と
、
被
保
険
者
の
所
得
に

応
じ
て
負
担
す
る
所
得
割
額
が
あ

り
、
そ
の
合
計
金
額
が
保
険
料
と

な
り
ま
す
。
均
等
割
額
に
は
軽
減

措
置
が
あ
り
ま
す
。
均
等
割
額
の

軽
減
割
合
・
該
当
条
件
は
変
わ
り

ま
せ
ん
が
、
保
険
料
率
の
変
更
に

伴
い
軽
減
後
の
均
等
割
額
が
変
わ

り
ま
す
。

　
ま
た
、
年
間
の
保
険
料
上
限
額

も
変
更
に
な
り
ま
す
。
年
間
の
保

険
料
上
限
額
は
、
64
万
円
か
ら
66 

万
円
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

令和２・３年度 令和４・５年度
均等割額 4万3,600円 ４万5,700円
所得割率 8.60％ 8.89％

有効期限 ８月１日（月）から９
月30日（金）まで

10月１日（土）から令和５年
７月31日（月）まで

郵送時期 ７月中 ９月中

被保険者証の色 水色 だいだい色

軽減
割合 軽減条件 軽減後の

均等割額

７割 43万円+10万円×（年金・給与所得者数−1）以下 1万3,710円

５割 43万円+28万5,000円×（世帯の被保険者数）+ 
10万円×（年金・給与所得者数−1）以下 2万2,850円

2割 43万円+52万円×（世帯の被保険者数）+10万円 
×（年金・給与所得者数−1）以下 3万6,560円

自己負
担割合

自己負担限度額（月額）
外来（個人ごと） 外来＋入院（世帯ごと）

2割
1万8,000円または「6,000円＋（医療費
−3万円）×10％」の低い方を適用

※年間上限14万4,000円まで

５万7,600円
※過去12カ月の間に、外来＋入院（世帯）
高額療養費の支給を4回以上受けている
場合は4万4,400円です

保険料率（均等割額・所得割率）の変更点

新しい被保険者証の有効期限など

保険料率の変更に伴う軽減後の均等割額

自己負担割合が２割の人の自己負担限度額（月額）

新しい被保険者証を郵送します

※軽減条件は、同一世帯の被保険者と世帯主の総所得金額などの合計で判定します

後期高齢者医療保険料の計算方法

年間
保険料 ＝ ＋均等割額

４万5,700円
所得割額（令和３年中の総所得金額等
－基礎控除（最大43万円））×8.89％

　
10
月
か
ら
、
医
療
機
関
な
ど
の

窓
口
で
支
払
う
医
療
費
の
自
己
負

担
割
合
の
区
分
が
、
左
表
の
と
お

り「
１
割
」と「
３
割
」に
加
え
、
新

た
に「
２
割
」が
追
加
さ
れ
ま
す
。

自
己
負
担
割
合
が「
２
割
」の
対
象

に
な
る
か
な
ど
の
判
定
は
フ
ロ
ー

チ
ャ
ー
ト
を
参
考
に
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。
詳
し
く
は
、
群
馬
県
後

期
高
齢
者
広
域
連
合
専
用
コ
ー
ル

セ
ン
タ
ー（
☎
０
２
７
ー
３
３
１

ー
９
１
３
３
）に
問
い
合
わ
せ
て

く
だ
さ
い
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
が
変
わ
り
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
が
変
わ
り
ま
す

保
険
料
率
の
変
更
、
自
己
負
担
割
合
の
区
分
に
２
割
を
追
加
な
ど

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料
率
が
変
わ
り
ま
す

４月
から

被
保
険
者
で
一
定
以
上
の
所
得
が
あ
る
人
は

医
療
機
関
な
ど
の
自
己
負
担
割
合
が
２
割
に
な
り
ま
す

10月から

区分 自己負担割合
現役並み
所得者 3割

一般所得
者等 1割

区分 自己負担割合
現役並み
所得者 3割

一定以上
の所得の
ある人

２割

一般所得
者等 1割

【９月30日まで】 【10月１日から】
自己負担割合の変更点

　令和3年中の所得を基に判定して、
次のとおり新しい後期高齢者医療被保
険者証を郵送します。
　今回は有効期限の異なる被保険者証
を送ります。有効期限に注意してくだ
さい。
問�い合わせ　年金医療課

※課税所得は住民税通知書の「課税標準」の額です
※年金収入に遺族年金や障害年金は含みません
※その他の合計所得は、事業収入や給与収入などから必要経費や給与所得控除などを差し引いた金額です

世帯内に課税所得が145万円以上（現役並み所得者）となる被保険者がいるか

いないいる

世帯内に課税所得が28万円以上となる被保険者がいるか

いるいない

世帯内に被保険者が2人以上いるか

1人だけ 2人以上

「年金収入＋その他の合計所得金
額」が200万円以上か

「年金収入＋その他の合計所得金
額」の合計が320万円以上か

200万円未満 320万円未満200万円以上 320万円以上

３割
世帯全員が

１割 １割 ２割 １割 ２割

フローチャート

世帯全員が 世帯全員が 世帯全員が
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●伊勢崎市役所   ☎0270−24−5111
●赤堀支所   ☎0270−62−1151
●あずま支所   ☎0270−62−1311
●境支所   ☎0270−74−1111
開庁時間　午前８時30分〜午後５時15分
■災害情報案内（24時間）   ☎0180−99−2999
■救急病院等案内（24時間）   ☎0270−23−1299

information
情報掲示板

2022年６月１日現在
●人口�212,139人（前月比+177）　●世帯数�93,419戸（前月比＋220）

柔
道
整
復
師（
接
骨
院
・
整
骨

院
）の
施
術
を
受
け
る
人
へ

国
民
健
康
保
険
課（
☎
（27）
２
７
３
７
）

　
柔
道
整
復
師（
接
骨
院
・
整
骨

院
）を
利
用
す
る
人
に
国
民
健
康

保
険
適
用
範
囲
の
誤
解
が
あ
る
こ

と
か
ら
、
誤
っ
た
受
診
が
生
じ
て

い
ま
す
。
柔
道
整
復
師
の
施
術
に

は
保
険
証
が「
使
え
な
い
場
合
」と

「
使
え
る
場
合
」が
あ
り
、
次
の
場

合
に
は
保
険
適
用
と
な
ら
ず
、
全

額
自
費
診
療
と
な
り
ま
す
。

【
保
険
証
を
使
え
な
い
場
合
】

●
疲
労
性
や
慢
性
的
な
要
因
か
ら

く
る
肩
こ
り
や
筋
肉
疲
労

●
脳
疾
患
後
遺
症
な
ど
の
慢
性
病

●
病
状
の
改
善
の
み
ら
れ
な
い
長

期
の
施
術

●
ス
ポ
ー
ツ
な
ど
の
肉
体
疲
労
改

善
の
た
め
の
施
術

●
保
険
医
療
機
関（
病
院
、
診
療

所
な
ど
）で
同
じ
負
傷
部
位
な
ど

で
治
療
中
の
場
合

●
仕
事
中
や
通
勤
途
上
で
負
傷
し
、

労
災
保
険
が
適
用
と
な
る
場
合

【
保
険
証
を
使
え
る
場
合
】

　
骨
折（
応
急
手
当
て
以
外
は
医

師
の
同
意
が
必
要
）、
脱
臼
、
打

撲
、
捻
挫
、
肉
離
れ
な
ど
と
診
断

さ
れ
施
術
を
受
け
た
場
合
や
、
骨

や
筋
肉
、
関
節
の
け
が
や
痛
み
で

負
傷
原
因
が
は
っ
き
り
し
て
い
る

場
合
は
保
険
適
用
と
な
り
ま
す
。

施
術
を
受
け
る
際
は
、
次
の
点
に

注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

●
負
傷
原
因（
い
つ
・
ど
こ
で
・

何
を
し
て
、
ど
ん
な
症
状
か
）を

正
確
に
伝
え
て
く
だ
さ
い

●
療
養
費
支
給
申
請
書
の
内
容（
負

傷
原
因
、
負
傷
名
、
日
数
、
金
額
）

を
よ
く
確
認
し
て
、
必
ず
本
人
が

署
名
を
し
て
く
だ
さ
い

●
領
収
書
を
必
ず
受
け
取
っ
て
保

管
し
、
国
民
健
康
保
険
課
か
ら
届

く「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」で
金
額・

日
数
の
確
認
を
し
て
く
だ
さ
い

　
　
　
　
＊　
　
　
＊

　
施
術
が
長
期
に
わ
た
る
場
合
は
、

内
科
的
要
因
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

医
師
の
診
断
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
施
術
内
容
に
つ
い
て
国
民

健
康
保
険
課
か
ら
問
い
合
わ
せ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
回
答
に
協
力

し
て
く
だ
さ
い
。

住
民
税
非
課
税
世
帯
な
ど
へ
臨

時
特
別
給
付
金
１０
万
円
を
支
給

社
会
福
祉
課（
☎
（27）
２
７
４
９
）

　
令
和
４
年
度
住
民
税
均
等
割
が

新
た
に
非
課
税
と
な
っ
た
世
帯
に

対
し
て
、
１
世
帯
当
た
り
10
万
円

を
支
給
し
ま
す
。
対
象
の
世
帯
に

は
７
月
中
旬
以
降
に
通
知
を
発
送

す
る
予
定
で
す
。
ま
た
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
で

本
年
１
月
以
降
に
家
計
が
急
変
し

た
世
帯
に
対
し
、
申
請
に
基
づ
き

支
給
し
ま
す
。

※
申
請
方
法
や
支
給
要
件
な
ど
の

詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確

認
し
て
く
だ
さ
い

対
象

●
非
課
税
世
帯
＝
本
年
６
月
１
日

時
点
で
、
市
内
に
住
所
が
あ
り
、

世
帯
全
員
の
令
和
４
年
度
分
住
民

税
均
等
割
が
非
課
税
で
あ
る
世
帯

●
家
計
急
変
世
帯
＝
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
を
受
け

て
、
本
年
１
月
以
降
の
家
計
が
急

変
し
、
非
課
税
世
帯
と
同
様
の
事

情
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
世
帯

※
令
和
３
年
度
住
民
税
非
課
税
世

帯
や
家
計
急
変
世
帯
で
、
既
に
受

給
済
み
の
世
帯
は
対
象
に
な
り
ま

せ
ん

教
育
委
員
会
会
議
定
例
会
の
傍

聴

教
育
委
員
会
総
務
課

（
☎
（27）
２
７
８
５
）

期
日　
７
月
２1
日（
木
）

時
間　
午
後
２
時
開
始

会
場　
市
役
所
本
館
５
階
職
員
研

修
室

定
員　
７
人（
先
着
順
）

申
し
込
み　
当
日
午
後
１
時
３0
分

か
ら
１
時
５0
分
ま
で
に
直
接
会
場

へ

　
国
民
年
金
に
は
、
経
済
的
な
理

由
な
ど
で
保
険
料
を
納
め
る
こ
と

が
困
難
な
人
を
対
象
と
し
た
、
保

険
料
の
免
除
・
納
付
猶
予
制
度
が

あ
り
ま
す
。
免
除
は
申
請
者
・
配

偶
者
・
世
帯
主
の
、
納
付
猶
予
は

申
請
者
と
配
偶
者
の
そ
れ
ぞ
れ
前

年
の
所
得
で
審
査
さ
れ
ま
す
。
承

認
さ
れ
る
と
７
月
か
ら
翌
年
６
月

ま
で
の
保
険
料
の
一
部
ま
た
は
全

額
が
免
除
・
納
付
猶
予
さ
れ
ま
す
。

免
除
・
納
付
猶
予
を
申
請
す
る
年

の
所
得
を
申
告
し
て
い
な
い
人
は

免
除
な
ど
の
審
査
が
で
き
ま
せ
ん
。

　
「
今
年
度
新
た
に
免
除
や
納
付

猶
予
を
希
望
す
る
人
」、「
前
年
度

に
全
額
免
除
ま
た
は
納
付
猶
予
の

承
認
を
受
け
て
い
る
が
継
続
希
望

し
て
い
な
い
人
」、「
失
業
特
例
で

免
除
の
承
認
を
受
け
て
い
る
人
」、

「
一
部
免
除
の
承
認
を
受
け
て
い

て
引
き
続
き
制
度
を
利
用
す
る
人
」

は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
日
本
年 

金
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（

http 
s://w

w
w

.nenkin.go.jp/

）か
ら

申
請
書
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
、
郵

送
で
申
請
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。 

免
除
・
納
付
猶
予
は
、
申
請
月
か

ら
過
去
２
年
１
カ
月
ま
で
さ
か
の 

ぼ
っ
て
申
請
で
き
ま
す
。

　
免
除
・
納
付
猶
予
さ
れ
た
保
険

料
を
納
め
る
に
は
、
追
納
申
請
が

必
要
で
す
。
追
納
す
る
場
合
、
該

当
年
度
を
含
め
３
年
度
を
経
過
す

る
と
加
算
金
が
付
き
ま
す
の
で
早

め
の
納
付
を
お
勧
め
し
ま
す
。
免

除
・
納
付
猶
予
さ
れ
た
保
険
料
を

追
納
し
な
い
場
合
、
通
常
に
保
険

料
を
納
付
し
た
と
き
と
比
べ
、
受

け
取
る
年
金
額
は
少
な
く
な
り
ま

す
。
な
お
、
免
除
な
ど
を
し
て
か

ら
10
年
を
経
過
し
た
保
険
料
は
追

納
申
請
が
で
き
ま
せ
ん
。

問
い
合
わ
せ　
年
金
医
療
課
・
各

支
所
市
民
サ
ー
ビ
ス
課
ま
た
は
前 

橋
年
金
事
務
所（
☎
０
２
７
ー
２ 

３
１
ー
１
７
０
６
）

消
防
設
備
士
試
験

消
防
本
部
予
防
課（
☎
（25）
３
３
１
１
）

期
日
・
時
間　
８
月
２７
日（
土
）＝

午
後
１
時
1５
分
開
始
、
８
月
２８
日

（
日
）＝
午
前
９
時
4５
分
開
始
・
午

後
２
時
1５
分
開
始

会
場　
群
馬
県
公
社
総
合
ビ
ル（
前

橋
市
）・
群
馬
建
設
会
館（
前
橋
市
）

試
験
種
類
・
受
験
料　
甲
種
＝
５ 

７
０
０
円
、
乙
種
＝
３
８
０
０
円

申
し
込
み　
次
の
い
ず
れ
か
の
方

法
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い

●
書
面
申
請
＝
７
月
４
日（
月
）か

ら
1５
日（
金
）ま
で
に
直
接
ま
た
は

郵
送
で
次
の
宛
先
へ

宛
先　
〒
３
７
１
ー
０
８
５
４　

前
橋
市
大
渡
町
１
ー
10
ー
７
群
馬

県
公
社
総
合
ビ
ル
５
階　
消
防
試

験
研
究
セ
ン
タ
ー
群
馬
県
支
部

●
電
子
申
請
＝
７
月
1２
日（
火
）ま 

で
に
消
防
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
ホ 

ー
ム
ペ
ー
ジ（

https://w
w

w
.sh 

oubo-shiken.or.jp

）で
手
続
き 

し
て
く
だ
さ
い

※
受
験
案
内
や
願
書
な
ど
は
消
防

本
部
予
防
課
、
各
消
防
署
に
あ
り

ま
す
。
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い

社
会
を
明
る
く
す
る
運
動

社
会
福
祉
課（
☎
（27）
２
７
４
８
）

　
７
月
は「
社
会
を
明
る
く
す
る

運
動
～
犯
罪
や
非
行
を
防
止
し
、

立
ち
直
り
を
支
え
る
地
域
の
チ
カ

ラ
～
」の
強
調
月
間
で
す
。
犯
罪

や
非
行
の
防
止
と
罪
を
犯
し
た
人

た
ち
の
更
生
に
つ
い
て
理
解
を
深

め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
力
を
合

わ
せ
、
犯
罪
や
非
行
の
な
い
安
全・

安
心
な
明
る
い
地
域
社
会
を
築
く

た
め
に
、
皆
さ
ん
の
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

低
所
得
者
の
介
護
施
設
利
用
時

の
食
費
・
居
住
費
を
補
助

介
護
保
険
課（
☎
（27）
２
７
４
３
）

　
所
得
や
預
貯
金
な
ど
が
少
な
い

人
に
対
し
て
、
介
護
施
設
の
入
所

費
用
な
ど
の
う
ち
食
費
と
居
住
費

の
一
部
を
介
護
保
険
が
補
助
し
ま

す
。
補
助
を
受
け
る
に
は
申
請
が

必
要
で
す
。
申
請
書
に
必
要
事
項

を
記
入
の
上
、
通
帳
な
ど
の
写
し
、

金
融
機
関
な
ど
へ
の
預
貯
金
照
会

の
同
意
書
を
添
え
て
、
介
護
保
険

課
・
各
支
所
市
民
サ
ー
ビ
ス
課
で

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
新
し
い
負
担
限
度
額
認
定
証
の

有
効
期
間
は
、
８
月
１
日（
月
）か

ら
令
和
５
年
７
月
３1
日（
月
）ま
で

で
す
。

※
令
和
３
年
度
負
担
限
度
額
認
定

を
受
け
て
い
る
人
に
は
、
６
月
中

旬
に
申
請
書
を
郵
送
し
ま
し
た

※
対
象
要
件
な
ど
の
詳
細
は
、
介

護
保
険
課
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ

さ
い

交
通
事
故
な
ど
第
三
者
の
行
為
が

原
因
の
負
傷
で
国
民
健
康
保
険
を

使
う
場
合
は
届
け
出
が
必
要
で
す

国
民
健
康
保
険
課（
☎
（27）
２
７
３
７
）

　
交
通
事
故
な
ど
、
第
三
者
の
行

為
に
よ
る
け
が
や
病
気
で
医
療
機

関
を
受
診
す
る
と
き
に
、
国
民
健

康
保
険
を
使
う
場
合
は
市
に
届
け

出
が
必
要
で
す
。
医
療
機
関
を
受

診
す
る
前
に
、
被
害
の
状
況
な
ど

を
電
話
で
国
民
健
康
保
険
課
に
伝

え
て
く
だ
さ
い
。

※
緊
急
の
場
合
は
、
医
療
機
関
を

受
診
し
た
後
に
、
早
め
に
国
民
健

康
保
険
課
に
電
話
し
て
く
だ
さ
い

災害・防災情報や地域の防犯情報をメールで配信して
います。携帯電話で次のアドレスに空メールを送信し
て登録しましょう。  t-isesaki@sg-m.jp
問い合わせ　安心安全課（☎27−2706）

 いせさき情報メールに登録を！

「ワクチン&子育てナビ」を活用してください！
予防接種スケジュールの管理と、子育てに役立つ情
報を提供するサービスです。アプリ版も配信してい
ます。
問い合わせ　健康づくり課（☎27−2746）　

お
知
ら
せ
　

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
申
請・

納
付
猶
予
申
請

年
金
医
療
課（
☎
（27）
２
７
４
１
）

　振り込め詐欺などの特殊詐欺被害が増えていま
す。本市では、特殊詐欺被害に遭う危険性の高い
高齢者への被害防止対策を行っています。サービ
スの利用方法や申請方法などの詳細は問い合わせ
てください。
特殊詐欺対策自動通話録音装置の貸与
対�象　1人暮らしで緊急通報装置を利用していな

い75歳以上の人
特殊詐欺対策電話機等購入費の補助
対象　70歳以上の人のみの世帯
補助金額　購入金額の2分の1
　※上限額は5,000円です
問い合わせ　高齢政策課（☎27−2752）

高齢者の特殊詐欺被害防止への高齢者の特殊詐欺被害防止への
電話機対策を行っています電話機対策を行っています

　65歳以上で介護認定を受けていない人を対象に、生活機能セ
ルフチェックを実施します。生活機能セルフチェックは、健康 
状態や生活機能、心身の変化など25項目を調査するものです。 
チェック表は７月13日（水）に発送します。同封してある返信用 
封筒を使って８月3日（水）までに返送してください。
問い合わせ　地域包括支援センター（☎27−2745）

生活機能セルフチェックの回答に協力してください
　市は、この結果を活用して介護予
防への取り組みを進めていきます。
過去５年間の回答結果と自宅ででき
る口

こう

腔
くう

体操の紹介をまとめたチラシ
も同封します。健康管理・維持のた
めに、ぜひ活用してください。

▲市ホーム
ページ

▲市ホームペー
ジ
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自
衛
官
等
募
集

市
民
課（
☎
（27）
２
７
２
６
）

【
航
空
学
生
】

試
験
日　
９
月
1９
日（
祝
）

対
象　
２0
歳
以
下
で
高
卒
ま
た
は

高
卒
見
込
み
の
人

※
海
上
自
衛
隊
航
空
学
生
は
２２
歳

以
下
の
人

【
一
般
曹
候
補
生
】　

試
験
日　
９
月
1５
日（
木
）か
ら
1８

日（
日
）の
い
ず
れ
か
１
日

対
象　
1８
歳
以
上
３２
歳
以
下
の
人

【
自
衛
官
候
補
生
】　

試
験
日　
受
付
時
に
連
絡

対
象　
1８
歳
以
上
３２
歳
以
下
の
人

【
防
衛
大
学
校
学
生
】

試
験
日　
11
月
５
日（
土
）・
６
日

（
日
）（
全
２
日
）

【
防
衛
医
科
大
学
校
医
学
科
学
生
】

試
験
日　
10
月
２２
日（
土
）

【
防
衛
医
科
大
学
校
看
護
学
科
学

生
】

試
験
日　
10
月
1５
日（
土
）

対
象　
２0
歳
以
下
で
高
卒
ま
た
は

高
卒
見
込
み
の
人

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ　
航
空

学
生
は
９
月
８
日（
木
）ま
で
、
一

般
曹
候
補
生
は
９
月
５
日（
月
）ま

で
、
自
衛
官
候
補
生
は
年
間
を
通

じ
て
、
防
衛
大
学
校
学
生
は
10
月

２6
日（
水
）ま
で
、
防
衛
医
科
大
学

校
医
学
科
学
生
は
10
月
1２
日（
水
）

ま
で
、
防
衛
医
科
大
学
校
看
護
学

科
学
生
は
10
月
５
日（
水
）ま
で
に

自
衛
隊
群
馬
地
方
協
力
本
部
前
橋 

募
集
案
内
所（
☎
０
２
７
ー
２
３ 

３
ー
８
９
６
０
）

住
生
活
基
本
計
画
策
定
検
討
委
員

を
募
集
し
ま
す

住
宅
課（
☎
（27）
２
７
６
４
）

　
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
伴
う

住
宅
課
題
の
解
決
に
向
け
て
、
住

生
活
基
本
計
画
を
改
定
す
る
た
め
、

住
生
活
基
本
計
画
策
定
検
討
委
員

を
募
集
し
ま
す
。
会
議
は
年
に
数

回
、
平
日
に
開
催
し
ま
す
。
計
画

の
原
案
は
令
和
４
年
度
中
に
策
定

す
る
予
定
で
す
。
報
酬
は
市
の
条

例
に
よ
り
ま
す
。

委
嘱
期
間　
委
嘱
さ
れ
た
日
か
ら

市
長
に
答
申
さ
れ
る
ま
で

対
象　
市
内
に
１
年
以
上
在
住
し

て
い
る
1８
歳
以
上
の
人

定
員　
１
人

申
し
込
み　
申
込
書
に
必
要
事
項

を
記
入
の
上
、
直
接
ま
た
は
郵
送・

フ
ァ
ク
ス
・
メ
ー
ル
で
住
宅
課
へ

※
申
込
書
は
住
宅
課
、
市
民
情
報

コ
ー
ナ
ー（
市
役
所
・
各
支
所
）に

あ
り
ま
す
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
で
き
ま
す

※
応
募
の
内
容
を
基
に
選
考
し
、

結
果
は
書
面
で
応
募
者
全
員
に
通

知
し
ま
す

宛
先　
〒
３
７
２
ー
８
５
０
１　

（
住
所
不
要
）　
市
役
所
住
宅
課
、 

（２３）
７
０
２
０
、juutaku@

cit 
y.isesaki.lg.jp

締
切
日　
７
月
２0
日（
水
）（
必
着
）

ス
ポ
ー
ツ

町
内
対
抗
軟
式
野
球
大
会

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課（
☎
（27）
２
７
４
７
）

期
日　
８
月
２８
日（
日
）開
始

対
象　
本
年
４
月
以
降
引
き
続
き

伊
勢
崎
地
区
に
在
住
で
、
区
長
が

そ
の
事
実
を
証
明
し
た
16
歳
以
上

の
人
、
２５
人
以
内
で
構
成
さ
れ
た

チ
ー
ム

※
高
校
生
・
大
学
生
は
除
き
ま
す

参
加
料　
１
万
４
０
０
０
円

申
し
込
み　
７
月
11
日（
月
）か
ら

２２
日（
金
）ま
で
に
直
接
ス
ポ
ー
ツ

振
興
課
へ

【
組
み
合
わ
せ
抽
選
会
】　

　
代
表
者
は
出
席
し
て
く
だ
さ
い
。

期
日　
７
月
３0
日（
土
）

時
間　
午
後
６
時

会
場　
市
役
所
東
館
５
階
第
１
会

議
室

期
日　
７
月
３1
日（
日
）

時
間　
午
前
９
時
1５
分
開
会

会
場　
ド
リ
ー
ム
ス
タ
ジ
ア
ム
太

田（
太
田
市
）

対
象　
市
内
に
在
住
ま
た
は
在
勤・

在
学
の
人
、
ま
た
は
市
ボ
ウ
リ
ン

グ
協
会
会
員
の
人

種
目　
男
女
混
合
個
人
戦

※
６
ゲ
ー
ム
の
合
計
ス
コ
ア
を
競

い
ま
す

参
加
料　
４
５
０
０
円

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ　
７
月

２4
日（
日
）ま
で
に
電
話
で
市
ボ
ウ 

リ
ン
グ
協
会（
☎

（７５）
５
５
０
６
・

中
村
）

市
民
総
合
ス
ポ
ー
ツ
大
会
兼

市
民
水
泳
大
会

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課（
☎
（27）
２
７
４
７
）

期
日　
８
月
７
日（
日
）

時
間　
午
前
８
時
３0
分
開
会

会
場　
あ
ず
ま
ウ
ォ
ー
タ
ー
ラ
ン

ド対
象　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

募
集

る
小
学
生
以
上
の
人　

●
市
内
・
玉
村
町
内
に
在
住
ま
た

は
在
勤
・
在
学
の
人

●
市
内
・
玉
村
町
内
の
ス
イ
ミ
ン

グ
ク
ラ
ブ
会
員

種
目

●
小
学
生
の
部
＝
自
由
形
・
平
泳

ぎ
・
背
泳
ぎ
・
バ
タ
フ
ラ
イ
の
各

５0
メ
ー
ト
ル
、
２
０
０
メ
ー
ト
ル

リ
レ
ー

●
中
学
生
・
高
校
生
の
部
＝
自
由

形
５0
メ
ー
ト
ル
、
自
由
形
・
平
泳

ぎ
・
背
泳
ぎ
・
バ
タ
フ
ラ
イ
の
各

１
０
０
メ
ー
ト
ル
、
２
０
０
メ
ー

ト
ル
リ
レ
ー

●
２９
歳
以
下
・
３0
歳
代
・
40
歳
代・

５0
歳
代
・
60
歳
代
・
７0
歳
以
上
の

部
＝
自
由
形
・
平
泳
ぎ
・
背
泳
ぎ・

バ
タ
フ
ラ
イ
の
各
５0
メ
ー
ト
ル
、

２
０
０
メ
ー
ト
ル
リ
レ
ー

※
１
人
１
種
目
ま
で（
リ
レ
ー
は

除
き
ま
す
）

参
加
料　
５
０
０
円

申
し
込
み　
７
月
２1
日（
木
）ま
で

に
参
加
料
を
添
え
て
ス
ポ
ー
ツ
振

興
課
へ相

談

青
少
年
お
悩
み
面
接
相
談
会

青
少
年
指
導
セ
ン
タ
ー

（
☎
（27）
８
０
９
０
）

　
学
校
や
友
人
関
係
の
悩
み
な
ど

の
相
談
に
、
青
少
年
相
談
員
が
無

料
で
応
じ
ま
す
。

期
間　
７
月
２５
日（
月
）か
ら
８
月

９
日（
火
）ま
で

時
間　
午
後
１
時
～
５
時

会
場　
青
少
年
指
導
セ
ン
タ
ー（
絣 

の
郷
内
）

対
象　
本
人
ま
た
は
そ
の
家
族

申
し
込
み　
事
前
に
電
話
で
青
少

年
指
導
セ
ン
タ
ー
へ

里
親
相
談
会

子
育
て
支
援
課（
☎
（27）
２
７
９
８
）  

　
「
子
ど
も
を
養
育
し
た
い
と
考

え
て
い
る
」、「
里
親
制
度
に
興
味

が
あ
り
、
話
を
聞
い
て
み
た
い
」

と
い
う
人
に
、
里
親
制
度
の
普
及
、

里
親
委
託
推
進
の
た
め
の
相
談
会

を
実
施
し
ま
す
。

期
日　
７
月
14
日（
木
）

時
間　
午
後
１
時
～
４
時

会
場　
市
役
所
東
館
２
階
相
談
室

１申
し
込
み　
当
日
直
接
会
場
へ

※
個
別
相
談
を
希
望
す
る
人
は
中 

央
児
童
相
談
所（
☎
０
２
７
ー
２ 

６
１
ー
１
０
０
０
）に
問
い
合
わ

せ
て
く
だ
さ
い

市
民
総
合
ス
ポ
ー
ツ
大
会
兼
県

民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
代
表
選
手
選

考
会�

市
民
ボ
ウ
リ
ン
グ
大
会

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課（
☎
（27）
２
７
４
７
）

　緊急小口資金などの特例貸付を利用できない世帯
で、一定の要件を満たす生活困窮世帯を対象とした
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の
受付期間を延長します。
　 ※申請方法や要件などの詳細は社会福祉課に問い

合わせるか、市ホームページで確認してください
申請期間　８月31日（水）まで
問い合わせ　社会福祉課（☎27−274９）

期日　７月16日（土）
時間　午前６時集合
会�場　市陸上競技場・境総合運動場・あずま総合運

動場
　 ※雨天の場合は市民体育館・境西中学校体育館・

あずま体育館
参加料　無料
　※参加者には参加賞があります
申し込み　当日直接会場へ
問い合わせ　スポーツ振興課（☎27−2747）

期日　７月21日（木）・28日（木）
　（全2回）
時間　午前９時～正午
会場　南公民館
対象　市内に在住の人

定員　10人（先着順）
参加料　1,000円（材料費）
申�し込み・問い合わせ　７月８日
（金）午前９時から電話で南公民
館（☎26−8333）

　クラフトバンドを編んでバッグを作ってみませんか。

新型コロナウイルス感染症生活困窮者
自立支援金の受付期間を延長します

夏季ラジオ体操会クラフトバンド教室

コミュニティバスあおぞらに関する
アンケートを実施します

　令和3年2月にダイヤ改正したコミュニティバス
あおぞらの利用者アンケートを実施します。
期間　７月1日（金）から31日（日）まで
対�象　市内に在住または在勤・在学の人、コミュニ

ティバスあおぞらを利用する人
回答方法　次のいずれかの方法で回答してください
●回答用紙に記入して回収箱に入れてください
　 ※回答用紙と回収箱は市役所市民情報コーナー、

各支所庶務課、各公民館、伊勢崎駅前インフォメ 
ーションセンター、市民病院、ふくしプラザなど
の施設にあります

●専用ホームページ（ https://lo
　goform.jp/form/Gpfu/９3632）
　から回答してください
問い合わせ
　交通政策課（☎27−2734） ▲専用ホームページ

　イベントなどへの参加や施設を利用する際は、
以下の感染拡大防止対策をお願いします。
●必要に応じたマスクの着用
●小まめな手洗い
●発熱など体調不良の人は参加を控える

市のイベント参加・施設利用時は
感染症対策をお願いします

問い合わせ　広報課（☎27−2711）

　感染症の拡大を防止するため、イベントな
どを中止または延期、内容を変更する場合が
あります。最新情報は各担当課へ問い合わせ
てください。市ホームページでも確認できま
す。

▲出来上がった作品
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群
馬
県
立
土
屋
文
明
記
念
文
学

館
の
移
動
展
と
講
演
会
を
開
催

あ
ず
ま
公
民
館（
☎
（６2）
０
１
１
５
）

【
移
動
展「
文
学
者
の
書
〜
筆
に
込

め
ら
れ
た
思
い
〜
」】

期
間　
７
月
２９
日（
金
）ま
で

※
土
・
日
・
祝
日
は
除
き
ま
す
。

７
月
16
日（
土
）は
開
館
し
ま
す

時
間　
午
前
９
時
～
午
後
５
時

会
場　
あ
ず
ま
公
民
館

入
場
料　
無
料

【
講
演
会
】

　
群
馬
県
立
土
屋
文
明
記
念
文
学

館
の
学
芸
員
が
移
動
展
に
つ
い
て

解
説
し
ま
す
。

期
日　
７
月
16
日（
土
）

時
間　
午
前
10
時
～
11
時

会
場　
あ
ず
ま
公
民
館

対
象　
市
内
に
在
住
の
人

定
員　
1５
人（
先
着
順
）

参
加
料　
無
料

申
し
込
み　
７
月
８
日（
金
）午
前

９
時
か
ら
電
話
で
あ
ず
ま
公
民
館

へ機
織
り
体
験

文
化
財
保
護
課（
☎
（75）
６
６
７
２
）

期
日　
７
月
２５
日
・
８
月
１
日
・

２９
日
・
９
月
５
日
の
月
曜
日

時
間　

●
午
前
９
時
３0
分
～
10
時
３0
分

●
午
前
11
時
～
正
午

会
場　
絣
の
郷（
市
民
交
流
館
）

定
員　
各
５
人（
先
着
順
）

内
容　
高た

か

機ば
た

を
使
っ
て
絹
糸
の
コ

ー
ス
タ
ー
を
３
枚
織
り
ま
す

参
加
料　
７
０
０
円（
材
料
費
）

申
し
込
み　
７
月
1２
日（
火
）午
前

９
時
か
ら
電
話
で
文
化
財
保
護
課

へ

ビ
ー
ズ
ア
ク
セ
サ
リ
ー
教
室

豊
受
公
民
館（
☎
（32）
０
３
５
０
）

期
日　
７
月
1５
日（
金
）・
２２
日（
金
）

（
全
２
回
）

時
間　
午
後
１
時
３0
分
～
３
時
３0

分会
場　
豊
受
公
民
館

対
象　
市
内
に
在
住
の
女
性

定
員　
８
人（
先
着
順
）

内
容　
白
を
基
調
と
し
た
夏
向
け

の
ネ
ッ
ク
レ
ス
と
、
イ
ヤ
リ
ン
グ

ま
た
は
ピ
ア
ス
を
作
り
ま
す

参
加
料

●
ネ
ッ
ク
レ
ス
・
イ
ヤ
リ
ン
グ
＝

２
９
０
０
円（
材
料
費
）

●
ネ
ッ
ク
レ
ス
・
ピ
ア
ス
＝
２
７ 

５
０
円（
材
料
費
）

申
し
込
み　
７
月
８
日（
金
）午
前

９
時
か
ら
電
話
で
豊
受
公
民
館
へ

手
作
り
水
鉄
砲
で
あ
そ
ぼ
う

生
涯
学
習
課（
☎
（27）
２
７
９
４
）

期
日　
８
月
２1
日（
日
）

時
間　
午
後
１
時
～
４
時

会
場　
青
少
年
育
成
セ
ン
タ
ー

対
象　
小
学
３
年
生
か
ら
６
年
生

定
員　
２0
人（
先
着
順
）

参
加
料　
５
０
０
円（
材
料
代
な

ど
）

申
し
込
み　
７
月
1７
日（
日
）午
前

９
時
か
ら
電
話
で
青
少
年
育
成
セ

ン
タ
ー（
☎

（２３）
５
８
０
０
）へ

期
日　
８
月
３
日（
水
）

時
間　
午
前
９
時
３0
分
～
11
時
３0

分会
場　
豊
受
公
民
館

対
象　
市
内
に
在
住
の
小
学
生

※
小
学
１
・
２
年
生
は
保
護
者
と

一
緒
に
参
加
し
て
く
だ
さ
い

定
員　
1５
人（
先
着
順
）

内
容　
瓶
の
中
に
花
材
と
専
用
オ

イ
ル
を
詰
め
て
、
植
物
標
本
を
作

り
ま
す

参
加
料　
５
０
０
円（
材
料
費
）

申
し
込
み　
７
月
14
日（
木
）午
前

９
時
か
ら
電
話
で
豊
受
公
民
館
へ

普
通
救
命
講
習
会

消
防
本
部
救
急
課（
☎
（25）
３
９
３
３
）

期
日　
８
月
16
日（
火
）・
２３
日（
火
）

時
間　
午
前
９
時
３0
分
～
11
時
３0

分会
場　
市
消
防
本
部

対
象　
市
内
、
玉
村
町
内
に
在
住

ま
た
は
在
勤
・
在
学
の
中
学
生
以

上
の
人

定
員　
各
10
人（
抽
選
）

内
容　
成
人
に
対
す
る
心
肺
蘇
生

法
、
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
使
用
方
法
な
ど
を

学
ぶ
講
習
会
で
す

参
加
料　
無
料

申
し
込
み　
７
月
４
日（
月
）か
ら

1５
日（
金
）ま
で
に
電
話
で
消
防
本

部
救
急
課
へ

押
し
花
教
室

あ
ず
ま
公
民
館（
☎
（６2）
０
１
１
５
）

期
日　
７
月
２6
日
・
８
月
２
日
・

９
日
の
火
曜
日（
全
３
回
）

時
間　
午
前
９
時
３0
分
～
11
時
３0

分

会
場　
あ
ず
ま
公
民
館

対
象　
市
内
に
在
住
の
人

定
員　
1２
人（
先
着
順
）

参
加
料　
２
０
０
０
円（
材
料
費
）

申
し
込
み　
７
月
1２
日（
火
）午
前

９
時
か
ら
電
話
で
あ
ず
ま
公
民
館

へま
な
び
ぃ
先
生
自
主
企
画
事
業

元
気
に
な
る
写
経

生
涯
学
習
課（
☎
（27）
２
７
９
４
）

期
日　
７
月
２３
日（
土
）

時
間　
午
前
10
時
～
正
午

会
場　
赤
石
楽
舎

対
象　
市
内
に
在
住
ま
た
は
在
勤・

在
学
の
人

定
員　
２0
人（
先
着
順
）

参
加
料　
２
０
０
円（
資
料
代
）

申
し
込
み　
７
月
1３
日（
水
）午
前

９
時
か
ら
電
話
で
生
涯
学
習
課
へ

ま
な
び
ぃ
先
生
自
主
企
画
事
業

バ
ル
ー
ン
で
作
ろ
う

生
涯
学
習
課（
☎
（27）
２
７
９
４
）

期
日　
７
月
２３
日（
土
）

時
間　
午
前
10
時
～
11
時
３0
分

会
場　
宮
郷
公
民
館

対
象　
市
内
に
在
住
ま
た
は
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人

定
員　
1５
人（
先
着
順
）

内
容　
風
船
で
花
や
動
物
を
作
り

ま
す

参
加
料　
無
料

申
し
込
み　
７
月
1３
日（
水
）午
前

９
時
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話
で
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涯
学
習
課
へ

　道路上から水道メーターまでの間に漏水を発見
　した場合は、竜宮浄水場（☎24−1760）または
　下記の指定工事店に連絡してください。

次の地域の連絡先は、以下のとおりです。
● 境島村の利根川右岸地域（本庄市給水区域） 

＝本庄市水道課（☎04９5−22−2151）
● 境平塚の利根川右岸地域（深谷市給水区域） 

＝深谷市水道工務課（☎048−577−752９）

休日の漏水などの緊急連絡先
売上金は機械工業の振興・社会福祉の増進などに広く役立てられています
☎24－5780　  https://isesaki-auto.jp/ ★…伊勢崎開催

◆山陽オート場外発売 GⅡ小林啓二杯

7/8・9・10

★第5回オートレース成田杯（ナイター開催）

◆浜松オート場外発売

★第44回サマーランド杯（ナイター開催）
7/11・12・13

7/14・15・16・17・18 7/22・23・24・25

7/15・16・17・18
◆飯塚オート場外発売（ナイター開催）
7/19・20・21

7/

7/22・23・24・25
◆山陽オート場外発売★アフター５ナイター

※場内には入場できません

催
し
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座
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インスタグラムフォトコンテスト
「いせさきふぉと。２０２２」の作品募集

　市内の四季折々の自然風景、観光施設、文化財、
祭り、食べ物などを題材に、誰もが伊勢崎市を訪
れたくなるような作品を募集します。応募要項は
文化観光課にあります。市観光物産協会ホームペ 
ージからダウンロードもできます。
募�集期間　７月８日（金）

から令和５年1月31日
（火）まで
募�集作品　令和4年1月

以降に市内で撮影した
未発表の作品

応�募方法　インスタグラ
ムの公開アカウントで
ハッシュタグ「#いせさ
きふぉと2022」を付け、

　 撮影場所を入力して画
像を投稿してください
発�表　令和５年3月上旬予定
　 ※全応募作品の中から最優秀賞を含む入選作品

を選出します
問�い合わせ　市観光物産協会（文化観光課内、☎

27−275９）

▲2021年度最優秀賞作品

▲絹糸のコースター

▲爽やかな色合いのハ 
ーバリウムを作りませ
んか

●
●
●
●

７月
７月
７月
７月

16日（土）
17日（日）
18日（祝）
23日（土）

小林保全設備　☎24−1155
松原電化設備　☎62−1534
中西工業　　　☎25−5９00
丸橋設備　　　☎25−2412

●
●
●

７月
７月
７月

24日（日）
30日（土）
31日（日）

中央水道　　　☎25−15９2
栗原建設　　　☎25−6720
須田設備工業　☎62−234９

　親子で楽しめる手遊びや制作、読み聞かせなどを体
験できます。親子でミニ幼稚園体験をしませんか。
期日　７月30日（土）
時間
●午前９時30分～10時30分
●午前11時～正午
会場　殖蓮幼稚園・宮
　郷幼稚園
対象　幼稚園への入園
　を考えている市内に
　在住の1歳以上3歳
　以下の子どもとその
　保護者
　※子どもと保護者それぞれ1人までです
定員　各16組（先着順）
参加料　無料
申�し込み・問い合わせ　７月11日（月）から20日（水）

までの午前10時から午後3時までに電話であかぼ
り幼稚園（☎62−3744）

　 ※市立幼稚園では幼稚園見学を随時受け付けていま
す。希望する人は、各幼稚園に問い合わせてくださ
い

▲前回のふれあいまつりの様子

市立幼稚園親子ふれあいまつり

アマビエキラット
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まちの出来事

　５月21日、伊勢崎銘仙をPRするイ
ベント「The Meisen Revolution」が
文化会館で開催されました。会場には
多くの人が訪れ、市内の高校生による
パフォーマンスや、伊勢崎銘仙の着物
や小物などの販売、銘仙の型紙を制作
していた伊

い

藤
とう

正
まさ

義
よし

さんの作品展示など
の催しを楽しんでいました。
　今回で最後の公演となった「銘仙フ
ァッションショー」では、モデルの皆
さんが伊勢崎銘仙を和装や洋装スタイ
ルに着こなし、伊勢崎銘仙の魅力を存
分にアピール。最後には、観客から大
きな拍手が送られ、大盛況で約10年間
の歴史に幕を閉じました。

T
ザ
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evolution�－ F
フ ァ イ ナ ル

inal�S
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tage －
銘仙ファッションショー�大盛況のうちに閉幕

　５月28日、境総合文化センターで「外国人共生社会講
演会」が開催されました。講師を務めたのはタレントの
パックンマックンさん。「外国人との共生には互いの文
化や性格を知ることが重要」と語り、冗談を交えながら
コミュニケーション術を披露しました。来場者は2人の
やり取りを楽しみながらも真剣に耳を傾けていました。

　６月2日から７日まで、市役所東館1階市民ホールで
「環境の日パネル展」が開催されました。会場には、地球
温暖化対策や家庭でできる節電、ごみの減量などについ
てのパネルを展示。その他、生ごみの水を切るためのグ
ッズや、グリーンカーテン用のつる性植物の種などの無
料配布が行われました。

環境の日パネル展
環境保全について啓発

外国人共生社会講演会
外国人との共生のために

動画で見る
いせさきいせさき

市ホームページで動画を見られます

アンティーク銘仙市 伊藤正義作品展 伊勢崎商業高校吹奏楽部による演奏

今回が最後となった銘仙ファッションショー

環境保全についてパネルで啓発しました講演を行うパックンマックン（タレント）の２人

広
告
の
ペ
ー
ジ
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問い合わせ　国際課（☎27－2731）

日本へ移住したきっかけ
　母親から勧められ、ベトナムの大学で日
本語を学びました。始めは難しく感じてい
た日本語でしたが、学ぶうちに魅力を感じ
るようになりました。
　大学卒業後、ベトナムの日本語学校で教
師として働き始めました。日本語を教えて
いるうちに日本への興味が湧き、日本に住

日本とベトナムの日本とベトナムの
架け橋になりたい架け橋になりたい
ホー・ティエン・ガー さん

んでみたいと思うようになったことが移住
したきっかけです。

日本で生活する上で心掛けたこと
　楽しみにしていた日本での生活でしたが、
私が今まで学習してきた言葉と実際に日常
生活で使われている言葉には違いがありま
した。それでも分からない言葉などがある
とその場で調べたり、日本人と積極的に会
話をしたりすることで日常生活での会話に
慣れることができ、楽しく過ごせるように
なりました。

日本語を生かして人の役に立ちたい
　現在は、これまでに学んだ日本語を生か
して警察署や市役所で通訳や翻訳の仕事を
しています。通訳をする際には、手続きや
制度について、間違った説明をしないよう
に正確な通訳を心掛けています。これから
も学んだ日本語を生かして、市役所の手続
きや日常生活で言語の違いに困っているベ
トナム人の手助けをして、日本とベトナム
の架け橋になりたいです。

ホー・ティエン・ガ
ー さん

出身国　ベトナム
プロフィル　市の国
際ボランティアと災
害時外国人支援ボラ
ンティアに登録し、
幅広い支援活動に意
欲がある。２年前に
日本語能力検定１級
を取得。休日は、家
族や友人とキャンプ
に行ったり、ボード
ゲームをしたりして
過ごす。
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 防災・防犯情報を配信中  いせさき情報メールに登録を！ 登録方法など詳しくは12ページへ
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自慢の
サークル
紹介

自慢の
サークル
紹介

●活動状況は？
▶月１回
●活動場所は？
▶境剛志公民館
●メンバーは？
▶14人

　私たちは、毎年行う展示会に向けて風景写真を中心に撮る結 
成41年の写真サークルです。会員それぞれが県内外に出向いて 
山や花などを撮影し、月に１回公民館に集まって勉強会を行っ 
ています。前回の展示会では、会員の力作71点を公民館に展示。
４日間で800人以上の来場があり、大盛況となりました。今後
もより多くの人に展示会へ足を運んでもらえるように活動を続
けていきます。 

境剛志公民館境剛志公民館（☎74−0168）（☎74−0168） サークル名 写団チングルマ

　ことしもじめじめとした梅
雨の季節がやって来ました。
汗をかきやすい私にとっては、
このくらいの時季から暑さと
の戦いが始まります。外出の
際には、飲み物とタオルが欠
かせません。ことしはそんな
必須アイテムに加え、新たに
扇子を購入してみました。軽
くてコンパクトな扇子は持ち
運びに便利で、手軽に涼を取
ることができます。
　梅雨が明けると本格的な暑
さがやって来ます。自分なり
の対策をして、伊勢崎の厳し
い暑さを乗り切りたいと思い
ます。　　　　　　　　（く）

第115回

編集後記
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